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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は就業人員数を表示しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第74期中 第75期中 第76期中 第74期 第75期

会計期間

自 平成16年
４月１日

至 平成16年
９月30日

自 平成17年
４月１日

至 平成17年
９月30日

自 平成18年
４月１日

至 平成18年
９月30日

自 平成16年
４月１日

至 平成17年
３月31日

自 平成17年
４月１日

至 平成18年
３月31日

売上高 (百万円) 12,548 14,559 18,333 26,065 31,706

経常利益 (百万円) 880 4,004 5,135 2,480 8,948

中間(当期)純利益 (百万円) 430 2,346 2,978 1,875 5,123

純資産額 (百万円) 18,175 21,660 26,635 19,603 24,524

総資産額 (百万円) 32,996 31,798 36,039 31,868 35,616

１株当たり純資産額 (円) 598.91 713.94 438.96 645.18 403.06

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 14.19 77.34 49.08 60.88 83.33

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) 55.1 68.1 73.8 61.5 68.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,523 3,505 2,292 6,147 8,696

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △822 △1,054 △2,359 868 △2,848

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,608 △3,881 △1,170 △5,469 △5,425

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 734 757 1,372 2,186 2,609

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用者
数)

(人)
693 

  (109)
630

  (78)
670
(86)

585 
  (69)

646
  (72)



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４ 平成18年２月１日付をもって１株を２株とする株式分割を実施しております。 

  

回次 第74期中 第75期中 第76期中 第74期 第75期

会計期間

自 平成16年
４月１日

至 平成16年
９月30日

自 平成17年
４月１日

至 平成17年
９月30日

自 平成18年
４月１日

至 平成18年
９月30日

自 平成16年
４月１日

至 平成17年
３月31日

自 平成17年
４月１日

至 平成18年
３月31日

売上高 (百万円) 7,477 10,575 13,707 15,197 23,181

経常利益 (百万円) 422 3,194 4,595 1,323 7,337

中間(当期)純利益 (百万円) 223 1,874 2,748 1,042 4,307

資本金 (百万円) 4,812 4,812 4,812 4,812 4,812

発行済株式総数 (株) 30,385,455 30,385,455 60,770,910 30,385,455 60,770,910

純資産額 (百万円) 18,120 20,517 24,892 18,928 23,036

総資産額 (百万円) 27,173 27,477 31,824 27,082 30,894

１株当たり純資産額 (円) 597.10 676.25 410.25 623.31 378.83

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 7.38 61.80 45.30 33.80 70.17

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ 10.00 15.00

自己資本比率 (％) 66.7 74.7 78.2 69.9 74.6

従業員数 (人) 375 423 484 386 440



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

また、主要な関係会社においても重要な異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の従業員の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２  従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２  従業員数が前事業年度末に比べ44人増加しておりますが、主として金属チタン需要増に伴う人員の拡充によ

るものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、東邦チタニウム労働組合が組織(組合員数 592人)されており、JAM神奈川に属し

ております。 

なお、労使関係は極めて円滑に推移し、特記すべき懸案事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

金属チタン事業
308
(69)

電材事業
74
(1)

触媒事業
120
(6)

その他事業
22
(10)

全社(共通)
146
(0)

合計
670
(86)

従業員数(人) 484



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加したほか、個人

消費も堅調に推移しました。また、輸出も引き続き好調であり、景気は、回復傾向を持続いたしまし

た。特に素材産業は、中国を中心とした世界的な素材需要の拡大により、総じて高水準の生産・販売を

維持いたしました。 

 当社の主力の金属チタン事業については、チタン需要が各分野とも好調に推移し、スポンジ、インゴ

ットの増販、販売価格の改善により、増収増益となりました。 

 電材事業も、電子部品向け需要の回復により、増収増益となりました。一方、触媒事業については、

ポリプロピレン需要の拡大を背景に増収となりましたが、たな卸資産評価方法の変更による影響があ

り、減益となりました。 

 以上の結果、売上高は前年同期比25.9％増の183億33百万円、営業利益は前年同期比29.5％増の51億

68百万円、経常利益は前年同期比28.2％増の51億35百万円、中間純利益は前年同期比26.9％増の29億78

百万円となりました。 

 

 事業セグメント別の業績の概況は、次のとおりであります。 

 

金属チタン事業 

 金属チタンの需要は、化学プラント、海水淡水化プラント向け等の一般工業向けや民生品向け需要が

堅調に拡大したことに加え、航空機向けも大幅に増加いたしました。また、世界的な粗鋼の生産拡大に

より鉄鋼添加材向けの需要も好調でした。更に、販売価格においても、好調な需要を背景に前年同期に

比べ改善しました。 

 その結果、当中間連結会計期間のスポンジチタンの売上高は前年同期比21.6％増の46億29百万円、チ

タンインゴットの売上高は前年同期比34.6％増の60億33百万円となりました。 

 また、高純度チタンも、半導体ターゲット材向けの需要が増加し、前年同期比35.0％増の９億３百万

円となりました。 

 チタン加工品も、提案・発信型営業により新規分野・新規用途の開拓を進めるとともに、材料の調達

力を活かした積極的な営業展開により、前年同期比23.8％増の17億57百万円と売上げを伸ばしました。

 これらの結果、当事業の売上高は、前年同期比28.0％増の136億89百万円、営業利益は、前年同期比

31.5％増の49億24百万円となりました。 

 

電材事業 

 主要製品は、高純度酸化チタン、超微粉ニッケル等の電子セラミックス原料であります。 

 電子部品需要は、一昨年から在庫調整により低迷しておりましたが、昨年後半から回復し、当期はさ

らに需要が増加いたしました。このような状況下、積極的な拡販に努め、高純度酸化チタンの売上高

は、全年同期比31.5％増の４億93百万円、超微粉ニッケルの売上高は、前年同期比36.0％増の７億36百

万円となりました。 

 これらの結果、当事業の売上高は、前年同期比33.5％増の14億２百万円となり、営業利益は、増収に

加え、歩留り改善等による生産効率化や各種のコスト削減に努めた結果、前年同期比582.1％増の２億

42百万円と大幅な増益となりました。 



 

触媒事業 

 主要製品は、プロピレン重合用高活性触媒「ＴＨＣ」であります。 

 用途先であるポリプロピレン需要は、原油価格高騰に伴う原料ナフサ価格上昇の影響が懸念されまし

たが、アジアを中心として引き続き堅調に推移しました。一方、大手化学メーカーによる触媒専業メー

カーの買収等、業界内での構造に大きな変化が生じました。 

 こうした状況下、顧客に密着した技術サービスの継続、顧客要求への迅速な対応、開発触媒の提供等

により販売の維持・拡大に努めた結果、ＴＨＣの販売量は前年同期に対し若干上回りました。 

 生産面では、２工場体制における最適生産の基本方針のもと、黒部事業所は汎用品中心のフル生産

を、茅ヶ崎工場は顧客要求に対応した多品種の生産を実施するとともに、引き続きコストダウンに努め

ました。また、需要増に対応した黒部事業所生産能力増強工事は計画どおり進めており、平成19年４月

から営業運転を開始する予定です。 

 これらの結果、当事業の売上高は、前年同期比9.0％増の26億27百万円となりました。営業利益につ

いては、売上高の増加はありましたが、たな卸資産の評価方法を後入先出法から先入先出法に変更した

ことによる売上原価等の増加２億24百万円があり、前年同期比19.5％減の６億33百万円となりました。

 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純

利益の増加があったものの、法人税等の支払額、有形固定資産の取得、配当金の支払額等により、前連

結会計年度に比べ12億36百万円減少し、13億72百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、22億92百万円（前年同期比△

34.6％）となりました。これは主として税金等調整前中間純利益が50億78百万円（前年同期比＋

33.0％）あったものの、法人税等の支払額35億３百万円（前年同期比△1,533.3%）等によるものであり

ます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△23億59百万円（前年同期比△

123.6％）となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が23億69百万円（前年同期比

△86.6％）等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△11億70百万円（前年同期比＋

69.8％）となりました。これは主として配当金の支払額９億10百万円、長期借入金の返済による支出が

３億50百万円等あったことによるものであります。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 金額は売価基準で算出しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

受注生産は行っておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

  

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

金属チタン事業 13,745 133.6

電材事業 1,520 143.2

触媒事業 2,722 112.2

その他事業 578 145.9

合計 18,567 131.0

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

金属チタン事業 13,689 128.0

電材事業 1,402 133.5

触媒事業 2,627 109.0

その他事業 613 151.7

合計 18,333 125.9

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

三井物産㈱ 130 0.9 229 1.3

三菱商事㈱ 1,946 13.4 2,083 11.4

三井物産非鉄販売㈱ 6,483 44.5 8,290 45.2



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、「チタン」をアイデンティティとする企業グループであり、チタンに関連した幅広い

製品・事業分野を有しております。当社は、これらの各事業の基盤強化を進めるとともに、その全体を

「チタン」という幹とそこから派生する事業のグループとして捉え、その総和の価値の最大化を進めてま

いります。 

（1）金属チタン事業   

金属チタンの需要は、近年、航空機向け、一般工業向け、民生品向けともに拡大しており、今後も好

調に推移するものと見込まれます。このような中、当社は、航空機需要や為替動向に大きく影響された

チタン事業運営の過去の経験に照らし、また、我が国の展伸材メーカーが一般工業用途を中心に非常に

力を拡大してきている状況を重視し、これらの展伸材メーカーとの関係強化と当社の安定した事業の成

長を目指して、まずはチタンインゴットの安定供給を優先し、その方向で取り組んでまいりました。現

在、福岡県北九州市において進めている大型ＥＢ炉（電子ビーム溶解炉）の建設は、この方向に沿った

ものであります。一方、世界的にチタン需要の更なる増大が見込まれる中、スポンジチタンについても

生産能力の拡大が不可欠と考え、現設備での最大生産量を追求するとともに、一層の生産能力増強に向

けた計画・検討を進めております。当社としては、スポンジチタンとともに、スポンジから更に付加価

値を付けてチタンインゴットの生産を増加させると同時に、地球環境に配慮しリサイクルの進展によっ

てチタンの総供給量を増大させ、並行してチタン関連分野での業容拡大を図り、「世界最強のチタン総

合メーカー」を目指して行く所存であります。 

 各製品の課題は、次のとおりであります。 

①チタンインゴット 

 チタンインゴットについては、北九州市に大型ＥＢ炉１炉の新設を決定し、平成20年４月の稼動開始

を目標に工事を進めております。これにより、インゴット生産能力を年産9,000tから年産19,000tに引

き上げる計画であります。本計画は、増大するチタン需要に対して、スポンジ生産能力の増強と同時

に、ＥＢ炉を活用することにより、徐々に増大するチタンスクラップをリサイクル活用し、省エネ、省

資源といった環境対応の要請にも応えつつ、チタンの供給を増加させていくという大きな方針に基づく

ものであります。 

②スポンジチタン 

 スポンジチタンについては、現在、生産能力を年産15,000tから年産15,700tに増強する工事を進めて

いるところであります（平成19年８月完成予定）。一方、今後継続して需要が拡大するとの予測の下、

将来に亘って供給責任を果たすためには、生産能力を更に引き上げる必要があると考え、スポンジ生産

能力を年産22,000tまで拡大する構想のもと、その具体化の検討を進めてまいりました。 

 このたび、国内外のユーザーから更なる供給量の増加を要請されていることを総合的に勘案し、本構

想を変更し、スポンジチタンの新工場の建設により、茅ヶ崎工場の設備増強と合わせ平成21年までにス

ポンジ生産能力を年産28,000tまで引き上げることといたしました。今後、本構想の具体化を通じ、金

属チタンの安定供給を図ってまいります。 

③高純度チタン 

 高純度チタンの主な用途は、半導体用スパッタリングターゲットであります。パソコンやデジタル家

電向けの半導体需要の拡大により、販売量の一層の増大が予想されており、これに対応した増産と設備

増強を進めてまいります。 



④チタン加工品     

チタン製品の加工・販売を行うトーホーテック株式会社は、当社グループの大きな課題である「チタ

ンの新たな用途開発」の一翼を担う会社として、重要な役割を果たしております。当社グループの事業

展開において、チタンの下流分野に繋がるトーホーテック株式会社を有することは、大きな強みである

と認識しております。同社に関しては、これまでの純チタン中心から合金加工の分野にも事業の範囲を

広げるべく、積極的な取組みを行ってまいります。 

（2）触媒事業 

触媒事業の東邦キャタリスト株式会社は、好調なポリプロピレン需要を背景に、順調に業容を拡大し

ております。 

 同社は、今後とも、営業、研究、技術及び製造が一体となって、顧客の要求の的確な把握と迅速な対

応及び開発品の早期事業化を推進し、併せて全社一丸となったコスト削減及び品質安定化に取り組んで

まいります。 

 また、現在進行中の黒部事業所の生産能力増強工事（プロピレン重合用高活性触媒「ＴＨＣ」の生産

能力を年産135ｔから年産175ｔに増加）を計画どおりに進めており、平成19年４月からの営業運転によ

り、ＴＨＣの安定供給を実現いたします。 

（3）電材事業、その他 

電材事業は、四塩化チタンを原料とした高純度酸化チタン、チタン製造の技術を応用した超微粉ニッ

ケル等の電子セラミックス原料の製造を行い、主に電子部品材料向けに販売しております。 

 チタンの分析技術を活かした環境分析事業等を行う株式会社テスコは、環境保全が社会的に重視され

る中、特色ある製品・サービスの提供により、地球環境・地域環境の保全に貢献しております。 

 チタン酸カリウム事業については、このたび大塚化学株式会社と合弁事業解消につき合意をしました

が、引き続き有望分野と位置付け、当社独自での事業展開を図ってまります。 

 以上のほか、当社グループの技術シーズを活かして、可視光応答型光触媒、太陽光発電用ポリシリコ

ンなど環境問題を意識した新規分野への展開も進めております。今後とも、経営資源の有効な活用と経

営基盤をより磐石なものにしていくという観点から、現有の素材・技術を活用した新たな事業の可能性

について、検討を行ってまいります。 

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、既存事業の強化に注力する一方、当社の技術シーズを活かして、高活性の光触媒の開

発など、一層の事業領域拡大と新規事業の開拓に向けた研究開発も進めております。更に、当社の研究開

発体制強化の一環として、新たな研究開発棟の建設に着手し、来春完工の予定であります。 

 また、本年９月、チッソ株式会社、新日鉱ホールディングス株式会社及び当社は、太陽光発電用途ポリ

シリコン製造技術の実証化に関し、共同で検討することについて、基本合意に達しました。本技術は、塩

化・還元・電解反応から成り立ちますが、当社が長年にわたり蓄積してきた金属チタンの電解技術を活用

することとしております。 

 当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は、６億20百万円であり、このうち各事業セグ

メントに配分できない基礎研究費用１億86百万円が含まれております。 

（金属チタン事業） 

 スポンジチタン及びチタンインゴットの生産能力増強及び品質向上を目指した生産技術の改善・改良を

継続的に進めるとともに、チタンの大幅コストダウンによる用途拡大を図るための新製錬法の開発を行っ

ております。当事業に係る研究開発費は１億50百万円であります。 

（電材事業） 

 各製品分野において、更なる品質向上に向けた技術改良とともに、電子部品の小型化・高性能化に対応

する新規製品の開発を進めております。当事業に係る研究開発費は１億４百万円であります。 

（触媒事業） 

 各顧客のニーズに的確に対応した製品開発・技術力強化を進める一方、中長期的視点に立って高機能を

付与した触媒の開発に取り組んでおります。当事業に係る研究開発費は１億78百万円であります。 

  

  

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

  当中間連結会計期間において、重要な設備計画の変更はありません。 
  

(2) 重要な設備の新設等 

   当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の計画は次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月 完了予定
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出会
社

茅ヶ崎工場
（神奈川県
茅ヶ崎市）

全社（共
通）

研究開発
棟 785 39 自己資金

平成18年
５月

平成19年
５月

─



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月15日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 60,770,910 60,770,910
東京証券取引所
（市場第一部）

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 60,770,910 60,770,910 ― ―



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

      日本マスタートラスト信託銀行株式会社        532千株 

２ 新日鉱ホールディングス㈱の100％子会社である日鉱金属㈱は、平成18年４月１日付で、新日鉱グループ金

属系３社の事業統合の一環として新日鉱ホールディングス㈱と合併することとなりました。これに伴い、日

鉱金属㈱が保有する当社株式の全てが、同日付で新日鉱ホールディングス㈱に承継されることとなりまし

た。 

  

    

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年９月30日 ― 60,770,910 ― 4,812 ― 5,872

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

新日鉱ホールディングス株式会
社

東京都港区虎ノ門２－１０－１ 20,397 33.56

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１－２－１ 7,016 11.55

日興シティグループ証券株式会
社

東京都港区赤坂５－２－２０ 3,811 6.27

新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町２－６－３ 3,000 4.94

新光証券株式会社 東京都中央区八重洲２－４－１ 686 1.13

倉本雪夫 北海道札幌市 645 1.06

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－１１－３ 532 0.88

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 520 0.86

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナシ
ョナル・リミテッド 
（常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券株式会社東京支店）

LONDON E14 4QA UNITED KINGDOM
 
（東京都渋谷区恵比寿４－２０－３）

377 0.62

バンク オブ ニューヨーク 
ジーシーエム クライアンツ 
アカウンツ イー アイエスジ
ー 
（常任代理人 株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行カストデイ業務
部）

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
 
（東京都千代田区丸の内２－７－１）

326 0.54

計 ― 37,314 61.40



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 38,800株(議決権388 

個)含まれておりますが、当該株式に係る議決権388個については、「議決権の数」の欄からは除いておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 96株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ─

議決権制限株式(その他) ― ― ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  92,900

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

60,655,400
606,166 同上

単元未満株式 普通株式  22,610 ― 同上

発行済株式総数 60,770,910 ― ―

総株主の議決権 ― 606,166 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
東邦チタニウム株式会社

神奈川県茅ヶ崎市 
茅ヶ崎三丁目３番５号

92,900 ─ 92,900 0.2

計 ― 92,900 ─ 92,900 0.2



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、平成18年８月までは東京証券取引所市場第二部におけるものであります。９月は東京証券取引所市場

第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 8,850 8,600 7,090 6,580 7,940 7,770

最低(円) 8,100 6,650 5,200 4,440 5,570 6,650



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)については、中央

青山監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財

務諸表について、みすず監査法人及び新日本監査法人の中間監査を受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称変更し、

みすず監査法人となりました。 

 また、当社の監査法人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間 中央青山監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間 みすず監査法人及び新日本監査法人 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 757 1,372 2,609

２ 受取手形及び
売掛金

(注4) 5,585 6,844 6,690

３ たな卸資産 7,451 7,947 7,997

４ 繰延税金資産 513 544 650

５ その他 283 397 226

貸倒引当金 △30 △19 △23

流動資産合計 14,561 45.8 17,086 47.4 18,152 51.0

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産
(注1,
2)

(1) 建物及び構築物 4,975 4,908 4,937

(2) 機械装置及び
運搬具

7,700 8,101 8,300

(3) 工具器具及び
備品

229 280 216

(4) 土地 1,455 1,647 1,630

(5) 建設仮勘定 1,571 2,911 1,117

有形固定資産合計 15,932 50.1 17,849 49.5 16,201 45.5

２ 無形固定資産 268 0.8 230 0.7 258 0.7

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 508 495 514

(2) 繰延税金資産 358 226 339

(3) その他 275 276 275

貸倒引当金 △107 △125 △125

投資その他の 
資産合計

1,035 3.3 873 2.4 1,004 2.8

固定資産合計 17,236 54.2 18,953 52.6 17,464 49.0

資産合計 31,798 100.0 36,039 100.0 35,616 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び
買掛金

1,843 2,311 2,340

２ 短期借入金 (注2) 3,040 1,950 1,850

３ 未払法人税等 1,658 1,936 3,536

４ 賞与引当金 610 748 699

５ 役員賞与引当金 ─ 36 ─

６ その他 1,492 1,613 1,435

流動負債合計 8,644 27.2 8,596 23.9 9,861 27.7

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 (注2) 1,200 500 850

２ 退職給付引当金 64 114 107

３ 役員退職慰労
引当金

201 194 236

固定負債合計 1,466 4.6 808 2.2 1,194 3.4

負債合計 10,111 31.8 9,404 26.1 11,055 31.1

(少数株主持分)

少数株主持分 26 0.1 ― ― 36 0.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 4,812 15.1 ― ― 4,812 13.5

Ⅱ 資本剰余金 5,872 18.5 ― ― 5,872 16.5

Ⅲ 利益剰余金 10,977 34.5 ― ― 13,754 38.6

Ⅳ その他有価証券
評価差額金

55 0.2 ― ― 145 0.4

Ⅴ 自己株式 △57 △0.2 ― ― △60 △0.2

資本合計 21,660 68.1 ― ― 24,524 68.8

負債・少数株主 
持分及び資本合計

31,798 100.0 ― ― 35,616 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ─ 4,812 13.4 ― ─

 ２ 資本剰余金 ― ─ 5,872 16.3 ― ─

 ３ 利益剰余金 ― ─ 15,756 43.7 ― ─

 ４ 自己株式 ― ─ △66 △0.2 ― ─

   株主資本合計 ― ─ 26,374 73.2 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ─ 152 0.4 ― ─

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ─ 66 0.2 ― ─

   評価・換算差額等 
   合計

― ─ 218 0.6 ― ─

Ⅲ 少数株主持分 ― ─ 42 0.1 ― ─

   純資産合計 ― ─ 26,635 73.9 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 36,039 100.0 ― ─



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 14,559 100.0 18,333 100.0 31,706 100.0

Ⅱ 売上原価 8,675 59.6 10,944 59.7 18,740 59.1

売上総利益 5,884 40.4 7,388 40.3 12,965 40.9

Ⅲ 販売費及び
一般管理費

(注1) 1,894 13.0 2,219 12.1 3,985 12.6

営業利益 3,990 27.4 5,168 28.2 8,980 28.3

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 0 1 1

２ 受取配当金 1 10 3

３ 受取技術料 15 14 26

４ 持分法による
投資利益

30 19 50

５ 固定資産賃貸料 21 18 41

６ 雑収入 15 85 0.6 21 86 0.5 41 164 0.5

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 47 20 49

２ 売上割引 13 31 52

３ 為替差損 2 41 58

４ 雑損失 6 70 0.5 25 119 0.7 35 196 0.6

経常利益 4,004 27.5 5,135 28.0 8,948 28.2

Ⅵ 特別利益

１ 貸倒引当金戻入
─ 3 4

２ 関係会社株式
売却益

─ ─ 7

３ 国庫補助金受贈益 ─ 18 ─

４ 投資有価証券 
  売却益

─ ─ ─ 22 0.1 0 11 0.0

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産除却損 (注2) 154 59 380

２ ゴルフ会員権売却損 ─ 0 ─

３ ゴルフ会員権
評価損

6 ─ 6

４ 移転補償金 ─ 20 69

５ 特別退職金 27 187 1.3 ─ 79 0.4 27 483 1.5

税金等調整前 
中間(当期)純利益

3,816 26.2 5,078 27.7 8,476 26.7

法人税、住民税 
及び事業税

1,612 1,919 3,664

法人税等調整額 △150 1,462 10.1 169 2,089 11.4 △328 3,335 10.5

少数株主利益 7 0.0 10 0.1 17 0.0

中間(当期)純利益 2,346 16.1 2,978 16.2 5,123 16.2



③ 【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

    中間連結剰余金計算書 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 5,872 5,872

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高 5,872 5,872

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 8,954 8,954

Ⅱ 利益剰余金増加高

１ 中間(当期)純利益 2,346 2,346 5,123 5,123

Ⅲ 利益剰余金減少高

１ 配当金 303 303

２ 役員賞与 20 323 20 323

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 10,977 13,754



 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
 (注）剰余金の配当及び役員賞与は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 4,812 5,872 13,754 △60 24,378

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） ─ ─ △910 ─ △910

 役員賞与(注） ─ ─ △67 ─ △67

 中間純利益 ─ ─ 2,978 ─ 2,978

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △5 △5

 その他有価証券評価差額金の   
 増減

─ ─ ─ ─ ─

 繰延ヘッジ損益の増減 ─ ─ ─ ─ ─

 少数株主持分の増減 ─ ─ ─ ─ ─

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

2,001 △5 1,995

平成18年９月30日残高(百万円) 4,812 5,872 15,756 △66 26,374

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 145 ─ 145 36 24,561

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注） ─ ─ ─ ─ △910

 役員賞与（注） ─ ─ ─ ─ △67

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ 2,978

 自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ △5

 その他有価証券評価差額金の   
 増減

6 ─ 6 ─ 6

 繰延ヘッジ損益の増減 ─ 66 66 ─ 66

 少数株主持分の増減 ─ ─ ─ 5 5

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

6 66 72 5 2,074

平成18年９月30日残高(百万円) 152 66 218 42 26,635



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 3,816 5,078 8,476

 ２ 減価償却費 972 982 1,976

 ３ 貸倒引当金の増加額 
   (又は減少額(△))

3 △3 13

 ４ 賞与引当金の増加額 82 49 170

 ５ 役員賞与引当金の増加額 ─ 36 ─

 ６ 退職給付引当金の増加額 
   (又は減少額(△))

△65 6 △22

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額 
   (又は減少額(△))

34 △42 68

 ８ 受取利息及び受取配当金 △2 △12 △4

 ９ 持分法による投資利益 △30 △19 △50

 10 支払利息 47 20 49

 11 投資有価証券売却益 ─ ─ △0

 12 ゴルフ会員権評価損 6 ─ 6

 13 関係会社株式売却益 ─ ─ △7

 14 有形固定資産除却損 154 59 380

 15 売上債権の増加額 △677 △153 △1,782

 16 たな卸資産の減少額 
   (又は増加額(△))

△364 50 △910

 17 仕入債務の増加額 
   (又は減少額(△))

△215 △28 281

 18 未払消費税等の増加額 
   (又は減少額(△))

62 △100 233

 19 未払費用の増加額 
   (又は減少額(△))

48 △168 212

 20 役員賞与の支払額 △20 △67 △20

 21 その他 △111 67 83

    小計 3,739 5,755 9,153

 22 利息及び配当金の受取額 30 60 48

 23 利息の支払額 △50 △19 △54

 24 法人税等の支払額 △214 △3,503 △452

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

3,505 2,292 8,696



 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △1,269 △2,369 △3,245

 ２ 投資有価証券の取得による支出 △100 ─ △100

 ３ 投資有価証券の売却による収入 ─ ─ 151

 ４ 短期貸付の回収による収入 ─ ─ 250

 ５ 短期貸付による支出
─

─ △250

 ６ 連結範囲変更を伴う子会社 
   株式売却による収入

345 ─ 345

 ７ その他の増減額 △30 9 1

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,054 △2,359 △2,848

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入による収入 4,310 6,300 10,390

 ２ 短期借入の返済による支出 △7,230 △6,200 △14,440

 ３ 長期借入の返済による支出 △654 △350 △1,064

 ４ 自己株式の取得による支出 △3 △5 △7

 ５ 配当金の支払額 △303 △910 △303

 ６ その他 ─ △4 ─

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△3,881 △1,170 △5,425

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  (又は減少額(△))

△1,428 △1,236 423

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,186 2,609 2,186

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

757 1,372 2,609



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

連結子会社は、次の４社

である。

トーホーテック㈱

㈱テスコ

東邦キャタリスト㈱

トーホージャステム㈱

  前連結会計年度末に三京
ダイヤモンド工業㈱の株式
を譲渡したことに伴い、同
社及びサンキョウ ダイヤ
モンド インダストリアル
ヨーロッパ(同社100％子会
社)は当中間連結会計期間
において連結の範囲から除
いている。

連結子会社は、次の４社

である。

トーホーテック㈱

㈱テスコ

東邦キャタリスト㈱

トーホージャステム㈱

 

連結子会社は、次の４

社である。

トーホーテック㈱

㈱テスコ

東邦キャタリスト㈱

トーホージャステム㈱

 

２ 持分法の適用に関

する事項

関連会社２社日本ウィス

カー㈱、㈱日鉱ポリテック

に対する投資について持分

法を適用している。

関連会社１社日本ウィス

カー㈱に対する投資につい

て持分法を適用している。

関連会社２社日本ウィス

カー㈱、㈱日鉱ポリテック

に対する投資について持分

法を適用している。

㈱日鉱ポリテックの株式

を譲渡したことに伴い、同

社は当連結会計年度末にお

いて持分法適用の範囲から

除いている。

３ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

 

 

 

(イ)有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法。

(評価差額は、全部資

本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定している)

 その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法。

(評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定している)

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格

等に基づく時価法。

(評価差額は、全部資

本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定している)

時価のないもの

移動平均法による原価

法。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左



  

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(ロ)たな卸資産 製品、原料、仕掛品

先入先出法による原価

法。

貯蔵品

移動平均法による原価

法。

ただし、一部の連結子会

社のたな卸資産は後入先出

法による原価法である。

(会計処理の変更) 
  中間連結財務諸表提出会
社は、貯蔵品の評価基準及
び評価方法について、従
来、後入先出法による原価
法によっていたが、当中間
連結会計期間から、移動平
均法による原価法に変更し
た。 
 この変更は、決算業務の
スピードアップ及びコスト
管理を充実させるため、コ
ストをリアルタイムに把握
する資材システムを新たに
導入したこと、さらに、近
年において貯蔵品の購入価
格が安定してきたことから
後入先出法による積極的な
意義が薄れたことによる。 
 この変更による影響額は
軽微である。

製品、原料、仕掛品

同左

貯蔵品

同左

   

 
（会計処理の変更）
 連結子会社である東邦キャ
タリスト株式会社は、貯蔵品
を除くたな卸資産の評価基準
及び評価方法について、従
来、後入先出法による原価法
によっていたが、当中間連結
会計期間から、先入先出法に
よる原価法に変更した。 
 この変更は、近年、生産設
備の操業度の安定や、生産合
理化によるコスト低減効果の
進展により、単位当たり製造
原価が低下し、後入先出法に
よる会計処理では現状の製造
単価に数量を乗じた金額が、
たな卸資産の貸借対照表価額
を下回り、乖離が拡大してき
たため、この乖離を縮小して
財政状態を適正に表示する必
要があったこと及び当連結会
計年度において、先入先出法
を既に導入している中間連結
財務諸表提出会社のたな卸資
産評価システムに統一し、連
結グループ内の業務の合理化
を図ることによる。 
 この変更により、従来の方
式によった場合に比べ、営業
利益、経常利益及び税金等調
整前中間純利益は、それぞ
れ、２億19百万円減少してい
る。 
 なお、セグメント情報に与
える影響は、当該箇所に記載
している。

製品、原料、仕掛品

同左

貯蔵品

同左

 

 

 

(会計処理の変更) 
  連結財務諸表提出会社
は、貯蔵品の評価基準及び
評価方法について、従来、
後入先出法による原価法に
よっていたが、当連結会計
年度から、移動平均法によ
る原価法に変更した。 
 この変更は、決算業務の
スピードアップ及びコスト
管理を充実させるため、コ
ストをリアルタイムに把握
する資材システムを新たに
導入したこと、さらに、近
年において貯蔵品の購入価
格が安定してきたことから
後入先出法による積極的な
意義が薄れたことによる。 
 この変更による影響額は
軽微である。

 

 

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

 

 

 

有形固定資産 定額法

ただし、一部の連結子会

社の有形固定資産は定率法

である。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりである。

建物及び構築物

７～50年

機械装置及び運搬具

２～10年

同左 同左



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

無形固定資産 定額法

ソフトウェア（自社利用

分）は、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定

額法である。

 

同左 同左

(3) 重要な引当金の

計上基準

(イ)貸倒引当金 

 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。

同左 同左 

 

(ロ)賞与引当金 

 

 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上し

ている。

同左 同左 

 

(ハ)役員賞与引当金 

 

────── 役員に対して支給する賞
与の支出に充てるため、当
連結会計年度における支給
見込額に基づき、当中間連
結会計期間負担額を計上し
ている。 
（会計処理の変更） 
 当中間連結会計期間から
「役員賞与に関する会計基
準」（企業会計基準委員会
平成17年11月29日 企業会
計基準第４号）を適用して
いる。 
 この結果、従来の方法に
よった場合に比べ、営業利
益、経常利益及び税金等調
整前中間純利益が、36百万
円減少している。 
 なお、セグメント情報に
与える影響は、当該箇所に
記載している。

──────



 
  

  

項目

前中間連結会計期間
 (自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(二)退職給付引当

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上してい

る。

なお、会計基準変更時差

異(1,383百万円)について

は、６年による按分額を費

用処理している。

 過去勤務債務について

は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)によ

る按分額を発生時から費用

処理している。

数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(５年)による按分額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度

より費用処理することとし

ている。

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上してい

る。 

 過去勤務債務について

は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）に

よる按分額を発生時から費

用処理している。 

 数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年

度より費用処理することと

している。 

 

 

 

 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上している。

なお、会計基準変更時差

異(1,342百万円)について

は、６年による按分額を費

用処理している。(会計基

準変更時差異は、連結範囲

の変更により1,383百万円

から1,342百万円に減少し

ている。)

 過去勤務債務について

は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)によ

る按分額を発生時から費用

処理している。

数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(５年)による按分額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度

より費用処理することとし

ている。

(ホ)役員退職慰労

引当金 

 

 

 

 

中間連結財務諸表提出会

社及び一部の連結子会社の

役員の退職慰労金の支給に

充てるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給

額を計上している。

同左 

 

 

 

 

連結財務諸表提出会社及

び一部の連結子会社の役員

の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく連結

会計年度末要支給額を計上

している。

(4) 重要なリース取

引の処理方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

いる。

同左 同左



項目
前中間連結会計期間

 (自 平成17年４月１日
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(5) 重要なヘッジ会
計の方法

① 繰延ヘッジ等のヘッジ
会計の方法
為替予約取引及び金利
スワップ取引を行って
いる。為替予約取引
は、繰延ヘッジ処理に
よっている。ただし、
振当処理の要件を満た
しているものについて
は振当処理を採用して
いる。また、金利スワ
ップ取引は、特例処理
の要件を満たしている
ため、特例処理を採用
している。

① 繰延ヘッジ等のヘッジ
会計の方法

同左

① 繰延ヘッジ等のヘッジ
会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対
象
(ヘッジ手段)
為替予約取引、金利ス
ワップ取引
(ヘッジ対象)
売掛金、借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対
象
(ヘッジ手段)
為替予約取引、金利ス
ワップ取引
(ヘッジ対象)
売掛金、設備輸入代金
（予定取引）、借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対
象
(ヘッジ手段)
為替予約取引、金利ス
ワップ取引
(ヘッジ対象)
売掛金、借入金

③ ヘッジ方針
為替の変動によるリス
ク、将来の金利及び時
価(割引現在価値)の変
動によるリスクを回避
するために行ってい
る。

③ ヘッジ方針
同左

③ ヘッジ方針
同左

④ ヘッジ有効性評価の方
法
為替予約については、
キャッシュ・フロー変
動を比較し、その変動
額の比率によって有効
性を評価している。た
だし、為替予約の締結
時にリスク管理方針に
従って、同一金額で同
一期日の為替予約をそ
れぞれ振当てているも
のについては、その後
の為替相場の変動によ
る相関関係は完全に確
保されており、その判
定をもって有効性の判
定に代えている。ま
た、金利スワップにつ
いては、ヘッジ対象と
ヘッジ手段について、
(想定)元本、利息の受
払条件、契約期間等の
重要な条件が同一であ
るため、特例処理の要
件を満たしており、そ
の判定をもって有効性
の判定に代えている。

④ ヘッジ有効性評価の方
法

同左

④ ヘッジ有効性評価の方
法

同左



 

項目

前中間連結会計期間
 (自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(6) 消費税等の会計
処理方法

消費税及び地方消費税の
会計処理は、税抜方式によ
っている。

同左 同左

４ 中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
(連結キャッシュ・
フロー計算書)にお
ける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フ
ロー計算書における資金
(現金及び現金同等物)は、
手許現金、随時引き出し可
能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ価値の変動
について僅少なリスクしか
負わない取得日から３ヶ月
以内に償還期限の到来する
短期投資からなっている。

同左 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、手許
現金、随時引き出し可能な
預金及び容易に換金可能で
あり、かつ価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期
投資からなっている。



会計処理の変更 

  

 
表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (固定資産の減損に係る会計基準) 
  当中間連結会計期間から「固定資
産の減損に係る会計基準」(「固定
資産の減損に係る会計基準の設定に
関する意見書」(企業会計審議会
平成14年８月９日))及び「固定資産
の減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第６
号)を適用している。 
 これによる損益に与える影響はな
い。

───────

(固定資産の減損に係る会計基準) 
  当連結会計年度から「固定資産の
減損に係る会計基準」(「固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関す
る意見書」(企業会計審議会  平
成14年８月９日))及び「固定資産の
減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第６
号)を適用している。 
 これによる損益に与える影響はな
い。

───────

                 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

（自己株式及び準備金の額の減少に

関する会計基準等の一部改正） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）並びに改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２号）を適用して

いる。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する額は26,526百万円であ

る。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成してい

る。

───────

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

 (中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間において営業外費用の「雑損失」
に含めて表示していた「売上割引」(前中間連結会計期
間15百万円)は営業外費用の合計額の100分の10超となっ
たため、当中間連結会計期間より区分掲記している。
 

――――――



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

 

注１ 有形固定資産減価償却累計額

33,889百万円

注２ 担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産は次の

とおりである。

土地 151百万円

建物及び 
構築物

3,688百万円

機械装置 
及び 
運搬具

5,724百万円

工具器具 
及び備品

183百万円

計 9,748百万円

担保付債務は次のとおりであ

る。

長期借入金(一年内返済予

定額を含む)

1,060百万円

 

注１ 有形固定資産減価償却累計額

34,410百万円

注２ 担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産は次の

とおりである。

土地 151百万円

建物及び
構築物

3,690百万円

機械装置
及び 
運搬具

5,959百万円

工具器具
及び備品

240百万円

計 10,042百万円

担保付債務は次のとおりであ

る。

長期借入金(一年内返済予

定額を含む)

500百万円

 

注１ 有形固定資産減価償却累計額

33,766百万円

注２ 担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産は次の

とおりである。

土地 151百万円

建物及び
構築物

3,708百万円

機械装置
及び 
運搬具

6,076百万円

工具器具
及び備品

177百万円

計 10,114百万円

担保付債務は次のとおりであ

る。

長期借入金(一年内返済予

定額を含む)

750百万円

 

(2) このうち、財団抵当に供して

いる資産は次のとおりであ

る。

土地 151百万円

建物及び 
構築物

3,688百万円

機械装置 
及び 
運搬具

5,724百万円

工具器具 
及び備品

183百万円

計 9,748百万円

担保付債務は次のとおりであ

る。

長期借入金(一年内返済予

定額を含む)

1,060百万円

 

(2) このうち、財団抵当に供して

いる資産は次のとおりであ

る。

土地 151百万円

建物及び
構築物

3,690百万円

機械装置
及び 
運搬具

5,959百万円

工具器具
及び備品

240百万円

計 10,042百万円

担保付債務は次のとおりであ

る。

長期借入金(一年内返済予

定額を含む)

500百万円

 

(2) このうち、財団抵当に供して

いる資産は次のとおりであ

る。

土地 151百万円

建物及び
構築物

3,708百万円

機械装置
及び 
運搬具

6,076百万円

工具器具
及び備品

177百万円

計 10,114百万円

担保付債務は次のとおりであ

る。

長期借入金(一年内返済予

定額を含む)

750百万円

 ３ 売掛金の債権譲渡契約に基づ

く譲渡高

406百万円

 ３ 売掛金の債権譲渡契約に基づ

く譲渡高

530百万円

 ３ 売掛金の債権譲渡契約に基づ

く譲渡高

498百万円

 

注４   ────── 注４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理は、手形交換日

をもって決済処理している。 

なお、当中間連結会計期間末

日が、金融機関の休日であっ

たため、中間連結会計期間末

日満期手形が次の科目に含ま

れている。

受取手形 50百万円

 

注４    ─────



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

注１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は、次のとお

りである。

給与手当 374百万円

賞与引当金 
繰入額

113百万円

役員賞与引当
金繰入額

─百万円

退職給付費用 29百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

34百万円

研究開発費 566百万円

注１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は、次のとお

りである。

給与手当 391百万円

賞与引当金
繰入額

248百万円

役員賞与引当
金繰入額

36百万円

退職給付費用 51百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

5百万円

研究開発費 620百万円

注１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は、次のとお

りである。

給与手当 809百万円

賞与引当金 
繰入額

149百万円

役員賞与引当
金繰入額

─百万円

退職給付費用 82百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

71百万円

研究開発費 1,207百万円

注２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりである。

建物及び 
構築物

4百万円

機械装置及び 
運搬具

130百万円

工具器具及び 
備品

18百万円

その他 0百万円

計 154百万円

注２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりである。

建物及び
構築物

7百万円

機械装置及び
運搬具

51百万円

工具器具及び
備品

0百万円

その他 ─百万円

計 59百万円

注２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりである。

建物及び 
構築物

47百万円

機械装置及び 
運搬具

308百万円

工具器具及び 
備品

24百万円

その他 0百万円

計 380百万円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
 (変動事由の概要)  

該当事項なし。 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
 (変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   786株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項なし。 

  

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 60,770,910 ─ ─ 60,770,910

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 92,210 786 ─ 92,996

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

  平成18年6月27日 
  定時株主総会

普通株式 910 15 平成18年3月31日 平成18年6月28日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定と一致してい

る。

757百万円

１現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定と一致してい

る。

1,372百万円

１現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金勘定と一致してい

る。

2,609百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

27 22 5

工具器具
及び備品

1,419 677 741

合計 1,446 700 746

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

15 6 8

工具器具
及び備品

1,791 667 1,124

合計 1,806 673 1,132

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具

18 5 13

工具器具
及び備品

1,431 663 767

合計 1,449 669 780

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定している。

(注)    同左 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してい

る。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等

  未経過リース料中間期末残高相
  当額

１年内 259百万円

１年超 486百万円

合計 746百万円

(注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

いる。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等

  未経過リース料中間期末残高相
  当額

１年内 401百万円

１年超 731百万円

合計 1,132百万円

(注)    同左
 

② 未経過リース料期末残高相当額

等

 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 283百万円

１年超 497百万円

合計 780百万円

(注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定している。

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失

支払リース料 140百万円

減価償却費 
相当額

140百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失

支払リース料 188百万円

減価償却費
相当額

188百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失

支払リース料 302百万円

減価償却費
相当額

302百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 (減損損失について) 
 リース資産に配分された減損損失 
 はない。

 (減損損失について)

同左

(減損損失について) 

同左



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２ 時価のない有価証券 
  

 
  

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 取得原価
中間連結貸借
対照表計上額

差額

株式 51 142 91

債券 26 28 1

その他 100 100 0

計 178 271 92

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式
10

計 10



(当中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２ 時価のない有価証券 
  

 
  

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 取得原価
中間連結貸借
対照表計上額

差額

株式 51 304 253

債券 26 29 3

計 78 334 256

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式
10

計 10



(前連結会計年度末)(平成18年３月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

  
２ 時価のない有価証券 

  

 
  

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 取得原価
連結貸借対照表
計上額

差額

株式 51 295 244

債券 26 27 0

計 78 323 245

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式
10

計 10



(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。 

(当中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。 

(前連結会計年度末)(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月1日 至 平成17年９月30日) 

              

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の市場における類似性に応じて、金属チタン、電材、触媒、その他にセグメンテ

ーションしている。 

２ 事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は559百万円であり、その主なもの

は基礎的試験研究費、総務、経理等の管理部門に係る費用である。 

  

事業区分

金属チタン 

事業 

(百万円)

電材事業 

(百万円)

触媒事業 

(百万円)

その他事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に

対する売上高
10,693 1,050 2,411 404 14,559 ─ 14,559

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
289 4 10 11 316 (316) ─

計 10,982 1,055 2,422 416 14,876 (316) 14,559

営業費用 7,238 1,019 1,635 422 10,316 252 10,569

営業利益又は

営業損失(△)
3,744 35 786 △6 4,559 (569) 3,990

事業の種類別セグメント 主要製品

金属チタン事業
スポンジチタン、チタンインゴット、高純度チタン、チタン加
工品、四塩化チタン

電材事業 高純度酸化チタン、超微粉ニッケル

触媒事業 プロピレン重合用触媒

その他事業
環境分析、流出油処理剤、工事用・生産用資材、工事施工管理
等の請負



当中間連結会計期間(自 平成18年４月1日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の市場における類似性に応じて、金属チタン、電材、触媒、その他にセグメンテ

ーションしている。 

２ 事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は687百万円であり、その主なもの

は基礎的試験研究費、総務、経理等の管理部門に係る費用である。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ３ 会計処理基準に関する事項 （1）重要な資

産の評価基準及び評価方法 （ロ）たな卸資産（会計処理の変更）」に記載のとおり、当中間連結会計期間

から触媒事業のたな卸資産の評価基準及び評価方法に係る会計処理を変更している。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業利益は、「触媒事業」が２億24百万円減少

し、「消去又は全社」が５百万円増加している。 

５ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ３ 会計処理基準に関する事項 （3）重要な引

当金の計上基準 （ハ）役員賞与引当金（会計処理の変更）」に記載のとおり、当中間連結会計期間から

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）適用して

いる。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業利益は、「金属

チタン事業」が０百万円、「触媒事業」が６百万円、「その他事業」が１百万円、「消去又は全社」が27百

万円減少している。 

  

事業区分

金属チタン 

事業 

(百万円)

電材事業 

(百万円)

触媒事業 

(百万円)

その他事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に

対する売上高
13,689 1,402 2,627 613 18,333 ─ 18,333

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
314 4 0 13 332 (332) ─

計 14,004 1,407 2,627 626 18,665 (332) 18,333

営業費用 9,079 1,164 1,994 587 12,825 338 13,164

営業利益又は

営業損失(△)
4,924 242 633 38 5,839 (671) 5,168

事業の種類別セグメント 主要製品

金属チタン事業
スポンジチタン、チタンインゴット、高純度チタン、チタン加
工品、四塩化チタン

電材事業 高純度酸化チタン、超微粉ニッケル

触媒事業 プロピレン重合用触媒

その他事業
環境分析、流出油処理剤、工事用・生産用資材、工事施工管理
等の請負



前連結会計年度(自 平成17年４月1日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の市場における類似性に応じて、金属チタン、電材、触媒及びその他にセグメン

テーションしている。 

２ 事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,167百万円であり、その主なも

のは基礎的試験研究費、総務、経理等の管理部門に係る費用である。 

  

事業区分

金属チタン 

事業 

(百万円)

電材事業 

(百万円)

触媒事業 

(百万円)

その他事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に

対する売上高
23,311 2,372 4,747 1,275 31,706 ─ 31,706

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
682 9 11 51 755 (755) ─

計 23,993 2,382 4,758 1,327 32,461 (755) 31,706

営業費用 15,589 2,232 3,264 1,222 22,308 417 22,726

営業利益 8,404 149 1,494 104 10,153 (1,173) 8,980

事業の種類別セグメント 主要製品

金属チタン事業
スポンジチタン、チタンインゴット、高純度チタン、チタン加
工品、四塩化チタン

電材事業 高純度酸化チタン、超微粉ニッケル

触媒事業 プロピレン重合用触媒

その他事業
環境分析、流出油処理剤、工事用・生産用資材、工事施工管理
等の請負



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める国内の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略して

いる。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める国内の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略して

いる。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める国内の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略して

いる。 

  



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月1日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……米国、カナダ 

(2) 欧州……イギリス、フランス、ドイツ 

(3) アジア…韓国、台湾、中国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額である。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月1日 至 平成18年９月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……米国、カナダ 

(2) 欧州……イギリス、フランス、ドイツ 

(3) アジア…韓国、台湾、中国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額である。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月1日 至 平成18年３月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……米国、カナダ 

(2) 欧州……イギリス、フランス、ドイツ 

(3) アジア…韓国、台湾、中国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額である。 

  

  

  

  

  

米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,871 1,287 1,073 4,232

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 14,559

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％） 12.9 8.8 7.4 29.1

米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,395 1,636 2,085 6,118

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 18,333

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％） 13.1 8.9 11.4 33.4

米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,921 2,796 3,390 10,108

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 31,706

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％） 12.4 8.8 10.7 31.9



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

   

１株当たり中間(当期)純利益 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 713円94銭 １株当たり純資産額 438円96銭 １株当たり純資産額 403円06銭

１株当たり中間純利益 77円34銭 １株当たり中間純利益 49円08銭 １株当たり当期純利益 83円33銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載していない。

同左
なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載していない。

―――――  当社は、平成18年２月１日付で株式
１株につき２株の株式分割を行ってい
る。 
 なお、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の前中間連結会計
期間における１株当たり情報について
は、以下のとおりとなる。

当社は、平成18年２月１日付で株式
１株につき２株の株式分割を行ってい
る。 
 なお、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の前連結会計年度
における１株当たり情報については、
以下のとおりとなる。

１株当たり純資産額   356円97銭 １株当たり純資産額   322円60銭

１株当たり中間純利益 38円67銭 １株当たり当期純利益   30円45銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載していない。

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 2,346 2,978 5,123

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

─ ─ 67

(うち役員賞与) (─) (─) (67)

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

2,346 2,978 5,056

普通株式の期中平均株式数
(株)

30,340,077 60,678,322 60,679,590



(重要な後発事象) 

該当事項なし。 

  

  



(2) 【その他】 

該当事項なし。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 544 1,272 2,254

２ 受取手形 (注6) 63 157 114

３ 売掛金 3,447 4,586 4,078

４ たな卸資産 5,437 5,944 5,725

５ 未収入金 286 321 357

６ 関係会社短期貸付 

  金      
2,100 2,120 2,420

７ その他 449 552 470

  流動資産合計 12,329 44.9 14,956 47.0 15,421 49.9

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産
(注
1,2)

(1) 建物 3,854 3,805 3,841

(2) 機械及び装置 6,096 6,494 6,600

(3) 土地 1,455 1,647 1,630

(4) 建設仮勘定 1,069 1,041 454

(5) その他 514 581 502

   有形固定資産計 12,990 13,570 13,028

２ 無形固定資産 268 230 258

３ 投資その他の資産

(1) 関係会社株式 1,226 1,202 1,205

(2) その他 686 1,887 1,004

  貸倒引当金 △24 △24 △24

   投資その他の 

   資産計
1,889 3,066 2,186

   固定資産合計 15,148 55.1 16,867 53.0 15,473 50.1

  資産合計 27,477 100.0 31,824 100.0 30,894 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 1,118 1,486 1,328

２ 短期借入金 (注2) 1,960 1,350 1,250

３ 未払金 558 767 768

４ 未払法人税等 1,366 1,653 2,930

５ 賞与引当金 396 536 457

６ 役員賞与引当金 ─ 27 ─

７ その他 (注5) 678 371 276

   流動負債合計 6,077 22.1 6,193 19.5 7,011 22.7

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 (注2) 700 500 600

２ 退職給付引当金 53 95 91

３ 役員退職慰労 

  引当金
130 141 154

   固定負債合計 883 3.2 737 2.3 846 2.7

  負債合計 6,960 25.3 6,931 21.8 7,858 25.4

(資本の部)

Ⅰ 資本金 4,812 17.5 ― ― 4,812 15.6

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 5,872 ― 5,872

   資本剰余金合計 5,872 21.4 ― ― 5,872 19.0

Ⅲ 利益剰余金

１ 利益準備金 443 ― 443

２ 任意積立金 4,018 ― 4,018

３ 中間(当期)未処分 

  利益
5,372 ― 7,805

   利益剰余金合計 9,834 35.8 ― ― 12,267 39.7

Ⅳ その他有価証券評価 

  差額金
55 0.2 ― ― 145 0.5

Ⅴ 自己株式 △57 △0.2 ― ― △60 △0.2

   資本合計 20,517 74.7 ― ― 23,036 74.6

   負債・資本合計 27,477 100.0 ― ― 30,894 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ─ 4,812 15.1 ― ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 5,872 ―

   資本剰余金合計 ― ─ 5,872 18.5 ― ─

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 443 ―

  (2) その他 

    利益剰余金

    固定資産圧縮積 

    立金
― 24 ―

    別途積立金 ─ 4,000 ─

    繰越利益剰余金 ― 9,588 ―

   利益剰余金合計 ― ─ 14,055 44.2 ― ─

 ４ 自己株式 ― ─ △66 △0.2 ― ─

   株主資本合計 ― ─ 24,674 77.5 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
― ─ 152 0.5 ― ─

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ─ 66 0.2 ― ─

   評価・換算差額等 

   合計
― ─ 218 0.7 ― ─

   純資産合計 ― ─ 24,892 78.2 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 31,824 100.0 ― ─



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 10,575 100.0 13,707 100.0 23,181 100.0

Ⅱ 売上原価 6,325 59.8 7,957 58.0 13,634 58.8

売上総利益 4,249 40.2 5,750 42.0 9,547 41.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,173 11.1 1,434 10.5 2,485 10.7

営業利益 3,076 29.1 4,315 31.5 7,062 30.5

Ⅳ 営業外収益 (注1) 158 1.5 347 2.5 410 1.8

Ⅴ 営業外費用 (注2) 40 0.4 67 0.5 134 0.6

経常利益 3,194 30.2 4,595 33.5 7,337 31.7

Ⅵ 特別利益 (注3) ─ ─ 18 0.1 28 0.1

Ⅶ 特別損失 (注4) 160 1.5 67 0.5 414 1.8

税引前中間(当期)

純利益
3,033 28.7 4,546 33.2 6,950 30.0

法人税、住民税

及び事業税
1,327 1,651 2,959

法人税等調整額 △168 1,158 11.0 146 1,797 13.1 △316 2,642 11.4

中間(当期)純利益 1,874 17.7 2,748 20.1 4,307 18.6

前期繰越利益 3,497 ― 3,497

中間(当期)未処分

利益
5,372 ― 7,805



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産圧

縮積立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

平成18年３月31日残高(百万円) 4,812 5,872 5,872 443 18 4,000 7,805 12,267

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） ─ ─ ─ ─ ─ ─ △910 △910

 役員賞与（注） ─ ─ ─ ─ ─ ─ △50 △50

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2,748 2,748

 自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

 その他有価証券評価差額金の  
 増減

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

 繰延ヘッジ損益の増減 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

 固定資産圧縮積立金の積立て ─ ─ ─ ─ 8 ─ △8 ─

 固定資産圧縮積立て金の取崩し ─ ─ ─ ─ △1 ─ 1 ─

 固定資産圧縮積立て金の取崩  
 し（注）

─ ─ ─ ─ △0 ─ 0 ─

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ ─ 6 ─ 1,782 1,788

平成18年９月30日残高(百万円) 4,812 5,872 5,872 443 24 4,000 9,588 14,055

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額

等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △60 22,891 145 ─ 145 23,036

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） ─ △910 ─ ─ ─ △910

 役員賞与（注） ─ △50 ─ ─ ─ △50

 中間純利益 ─ 2,748 ─ ─ ─ 2,748

 自己株式の取得 △5 △5 ─ ─ ─ △5

 その他有価証券評価差額金の増 
 減

─ ─ 6 ─ 6 6

 繰延ヘッジ損益の増減 ─ ─ ─ 66 66 66

 固定資産圧縮積立金の積立て ─ ─ ─ ─ ─ ─

 固定資産圧縮積立金の取崩し ─ ─ ─ ─ ─ ─

 固定資産圧縮積立金の取崩し 
 （注）

─ ─ ─ ─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△5 1,782 6 66 73 1,856

平成18年９月30日残高(百万円) △66 24,674 152 66 218 24,892



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前事業年度
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原

価法。

② その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法。

(評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定してい

る)

(1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会

社株式

同左

② その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法。

(評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定してい

る)

(1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会

社株式

同左

② その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価

格等に基づく時価法。

(評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定してい

る)

時価のないもの

移動平均法による原

価法。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

製品、原料、仕掛品

については先入先出法

による原価法を採用

し、貯蔵品については

移動平均法による原価

法を採用している。

(会計処理の変更) 

 貯蔵品の評価基準及び評

価方法について、従来、後

入先出法による原価法によ

っていたが、当中間会計期

間から、移動平均法による

原価法に変更した。 

 この変更は、決算業務の

スピードアップ及びコスト

管理を充実させるため、コ

ストをリアルタイムに把握

する資材システムを新たに

導入したこと、さらに、近

年において貯蔵品の購入価

格が安定してきたことから

後入先出法による積極的な

意義が薄れたことによる。 

 この変更による影響額は

軽微である。

(2) たな卸資産

同左 

 

 

 

 

 
──────

(2) たな卸資産

同左 

 

 

 

 

 

(会計処理の変更) 

 貯蔵品の評価基準及び評

価方法について、従来、後

入先出法による原価法によ

っていたが、当事業年度か

ら、移動平均法による原価

法に変更した。 

 この変更は、決算業務の

スピードアップ及びコスト

管理を充実させるため、コ

ストをリアルタイムに把握

する資材システムを新たに

導入したこと、さらに、近

年において貯蔵品の購入価

格が安定してきたことから

後入先出法による積極的な

意義が薄れたことによる。 

 この変更による影響額は

軽微である。

２ 固定資産の減価償

却の方法

有形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は以

下のとおりである。

建物     ７～50年

機械及び装置 ２～10年

無形固定資産

定額法 

 ソフトウェア(自社利用

分)は、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定

額法

有形固定資産

同左 

 

 

 

 

無形固定資産

同左

有形固定資産

同左 

 

 

 

 

無形固定資産

同左



項目
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前事業年度
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してい

る。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に

基づき計上している。

（3）役員賞与引当金
────

(2) 賞与引当金

同左

 
 
 
（3）役員賞与引当金

役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づ

き、当中間会計期間負

担額を計上している。

（会計処理の変更） 

 当中間会計期間から「役

員賞与に関する会計基準

（企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用してい

る。 

 この結果、従来の方式に

よった場合に比べ、営業利

益、経常利益及び税引前中

間純利益が、27百万円減少

している。

(2) 賞与引当金

同左 

 

 

 

（3）役員賞与引当金
────

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上している。

なお、会計基準変更

時差異(1,342百万円)

については、６年によ

る按分額を費用処理し

ている。

過去勤務債務につい

ては、その発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額を発生時より費用処

理している。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上している。

過去勤務債務につい

ては、その発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額を発生時より費用処

理している。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき計上して

いる。

なお、会計基準変更

時差異(1,342百万円)

については、６年によ

る按分額を費用処理し

ている。

過去勤務債務につい

ては、その発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額を発生時より費用処

理している。



 
  

項目
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前事業年度
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

数理計算上の差異に

ついては、各期の発生

時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額をそれぞれ発生の翌

事業年度より費用処理

している。

数理計算上の差異に

ついては、各期の発生

時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額をそれぞれ発生の翌

事業年度より費用処理

している。

数理計算上の差異に

ついては、各期の発生

時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額をそれぞれ発生の翌

事業年度より費用処理

している。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の

支給に充てるため、内

規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上し

ている。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の

支給に充てるため、内

規に基づく事業年度末

要支給額を計上してい

る。

４ リース取引の処理

方法 

 

 

 

 

 

５ ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

いる。

① 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法

為替予約取引及び金利

スワップ取引を行ってい

る。為替予約取引は、繰

延ヘッジ処理によってい

る。ただし、振当処理の

要件を満たしているもの

については振当処理を採

用している。また、金利

スワップ取引は、特例処

理の要件を満たしている

ため、特例処理を採用し

ている。

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段)

為替予約取引、金利ス

ワップ取引

(ヘッジ対象)

売掛金、借入金 

 

③ ヘッジ方針

為替の変動によるリス

ク、将来の金利及び時価

(割引現在価値)の変動に

よるリスクを回避するた

めに行っている。

同左 

 

 

 

 

 

 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段)

為替予約取引、金利ス

ワップ取引

(ヘッジ対象)

売掛金、設備輸入代金

（予定取引）、借入金

③ ヘッジ方針

同左

同左 

 

 

 

 

 

 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段)

為替予約取引、金利ス

ワップ取引

(ヘッジ対象)

売掛金、借入金 

 

③ ヘッジ方針

同左



項目
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前事業年度
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

④ ヘッジ有効性評価の方

法

為替予約については、

キャッシュ・フロー変動

を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評

価している。ただし、為

替予約の締結時にリスク

管理方針に従って、同一

金額で同一期日の為替予

約をそれぞれ振当ててい

るものについては、その

後の為替相場の変動によ

る相関関係は完全に確保

されており、その判定を

もって有効性の判定に代

えている。

また、金利スワップに

ついては、ヘッジ対象と

ヘッジ手段について、

(想定)元本、利息の受払

条件、契約期間等の重要

な条件が同一であるた

め、特例処理の要件を満

たしており、その判定を

もって有効性の判定に代

えている。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

同左

④ ヘッジ有効性評価の方

法

同左

６ 消費税等の会計処

理方法

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式を採

用している。

同左 同左



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 
 当中間会計期間から「固定資産の
減損に係る会計基準」(「固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関す
る意見書」(企業会計審議会 平成
14年８月９日)) 及び「固定資産の
減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第６
号)を適用している。 
 これによる損益に与える影響はな
い。 

────── (固定資産の減損に係る会計基準) 
 当事業年度から「固定資産の減損
に係る会計基準」(「固定資産の減
損に係る会計基準の設定に関する意
見書」(企業会計審議会 平成14年
８月９日)) 及び「固定資産の減損
に係る会計基準の適用指針」 (企
業会計基準委員会 平成15年10月31
日 企業会計基準適用指針第６号)
を適用している。 
 これによる損益に与える影響はな
い。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等） 
（自己株式および準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当中間会計期間から、「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17年
12月９日 企業会計基準第５号）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等の適用指針」（企業会
計基準委員会 平成17年12月９日 企
業会計基準適用指針第８号）並びに改
正後の「自己株式及び準備金の額の減
少等に関する会計基準」（企業会計基
準委員会 最終改正平成18年８月11日
企業会計基準第１号）及び「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準委員
会 最終改正平成18年８月11日 企業
会計基準適用指針第２号）を適用して
いる。 これによる損益に与える影響
はない。 
 なお、従来の「資本の部」の合計に
相当する金額は24,826百万円である。
 中間財務諸表等規則の改正により、
当中間会計期間における中間財務諸表
は、改正後の中間財務諸表等規則によ
り作成している。

──────

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

 (中間貸借対照表) 

 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示していた「関係会社短期貸付金」(前中間会計期

間430百万円)は資産の総額の100分の５超となったた

め、当中間会計期間より区分掲記している。

──────

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

  

項目
前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日）

前事業年度末
(平成18年３月31日)

注１ 有形固定資産減

価償却累計額

26,830百万円 27,120百万円 26,571百万円

注２ 担保資産及び担

保付債務

 

(1) 担保に供している資産

は次のとおりである。

土地 151百万円

建物 3,392百万円

機械
装置

5,724百万円

その他 479百万円

計 9,748百万円

担保付債務は次のとお

りである。

長期借入金(一年内返

済予定額含む)

60百万円

子会社東邦キャタリス

ト㈱の長期借入金

1,000百万円

 

(1) 担保に供している資産

は次のとおりである。

土地 151百万円

建物 3,376百万円

機械
装置

5,959百万円

その他 554百万円

計 10,042百万円

担保付債務は次のとお

りである。

長期借入金(一年内返

済予定額含む)

─百万円

子会社東邦キャタリス

ト㈱の長期借入金

500百万円

 

(1) 担保に供している資産

は次のとおりである。

土地 151百万円

建物 3,414百万円

機械
装置

6,076百万円

その他 471百万円

計 10,114百万円

担保付債務は次のとお

りである。

長期借入金(一年内返

済予定額含む)

─百万円

子会社東邦キャタリス

ト㈱の長期借入金

750百万円

 

(2) このうち財団抵当に供

している資産は次のとお

りである。

土地 151百万円

建物 3,392百万円

機械
装置

5,724百万円

その他 479百万円

計 9,748百万円

担保付債務は次のとお

りである。

長期借入金(一年内返

済予定額含む)

60百万円

子会社東邦キャタリス

ト㈱の長期借入金

1,000百万円

 

(2) このうち財団抵当に供

している資産は次のとお

りである。

土地 151百万円

建物 3,376百万円

機械
装置

5,959百万円

その他 554百万円

計 10,042百万円

担保付債務は次のとお

りである。

長期借入金(一年内返

済予定額含む)

─百万円

子会社東邦キャタリス

ト㈱の長期借入金

500百万円

 

(2) このうち財団抵当に供

している資産は次のとお

りである。

土地 151百万円

建物 3,414百万円

機械
装置

6,076百万円

その他 471百万円

計 10,114百万円

担保付債務は次のとお

りである。

長期借入金(一年内返

済予定額含む)

─百万円

子会社東邦キャタリス

ト㈱の長期借入金

750百万円

 ３ 債務保証 子会社東邦キャタリスト

㈱の借入金10百万円に対し

て保証を行っている。

────── ──────

 ４  売掛金の債権譲

   渡契約に基づく

   譲渡高

406百万円 530百万円 498百万円

注５ 消費税等の取扱

い

仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動

負債のその他に含めて表示

している。

同左 同左

注６ 中間期末日満期

取手形

────── 中間会計期間末日満期手

形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処

理している。 

 なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であっ

たため、中間会計期間末日

満期手形が次の科目に含ま

れている。

受取手形 15百万円

──────



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

注１ 営業外収益のう

ち主なもの

受取利息 5百万円 15百万円 12百万円

受取配当金 68百万円 244百万円 225百万円

受取技術料 16百万円 15百万円 28百万円

固定資産賃貸
料

54百万円 51百万円 108百万円

注２ 営業外費用のう

ち主なもの

支払利息 32百万円 13百万円 22百万円

為替差損 7百万円 25百万円 65百万円

注３ 特別利益のうち

主なもの

投資有価証券
売却益 ─百万円 ─百万円 28百万円

国庫補助金受
贈益 ─百万円 18百万円 ─百万円

注４ 特別損失のうち

主なもの

固定資産除却
損

 

機械及び装置 103百万円

工具器具及び 
備品

18百万円

その他 5百万円

計 126百万円
 

機械及び装置 40百万円

工具器具及び
備品

0百万円

その他 7百万円

計 47百万円

機械及び装置 240百万円

工具器具及び 
備品

24百万円

その他 47百万円

計 311百万円

ゴルフ会員権
評価損

6百万円 ─百万円 6百万円

特別退職金 27百万円 ─百万円 27百万円

移転補償金 ─百万円 20百万円 69百万円

 ５ 減価償却の実施

額

有形固定資産 727百万円 789百万円 1,485百万円

無形固定資産 27百万円 28百万円 54百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
 (変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   786株 

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 92,210 786 ─ 92,996



(リース取引関係) 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期

末残高相当額

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期

末残高相当額

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残

高相当額

 

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末 
残高 
相当額 
(百万円)

車輌 
運搬具 8 3 4

工具器具
及び備品 1,371 653 718

合計 1,379 656 722

(注) 取得価額相当額は、

未経過リース料中間

期末残高が有形固定

資産の中間期末残高

等に占める割合が低

いため、支払利子込

み法により算定して

いる。

 

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末 
残高 
相当額 
(百万円)

車輌 
運搬具 8 5 2

工具器具
及び備品 1,702 637 1,064

合計 1,710 643 1,067

同左
 

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末 
残高 
相当額 
(百万円)

車輌 
運搬具 8 4 3

工具器具
及び備品 1,356 637 719

合計 1,365 642 723

(注) 取得価額相当額は、

未経過リース料期末

残高が有形固定資産

の期末残高等に占め

る割合が低いため、

支払利子込み法によ

り算定している。

 

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額等

  未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 250百万円

１年超 471百万円

合計 722百万円

(注) 未経過リース料中間

期末残高相当額は、

未経過リース料中間

期末残高が有形固定

資産の中間期末残高

等に占める割合が低

いため、支払利子込

み法により算定して

いる。

 

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額等

  未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 381百万円

１年超 685百万円

合計 1,067百万円

同左
 

２ 未経過リース料期末残

高相当額等

  未経過リース料期末残

高相当額

１年内 266百万円

１年超 456百万円

合計 723百万円

(注) 未経過リース料期末

残高相当額は、未経

過リース料期末残高

が有形固定資産の期

末残高等に占める割

合が低いため、支払

利子込み法により算

定している。

３ 支払リース料、リース

資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額

及び減損損失

(1) 支払
リース料

134百万円

(2) 減価償却
費相当額

134百万円

３ 支払リース料、リース

資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額

及び減損損失

(1) 支払
リース料

179百万円

(2) 減価償却
費相当額

179百万円

３ 支払リース料、リース

資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額

及び減損損失

(1) 支払
リース料

285百万円

(2) 減価償却
費相当額

285百万円

４ 減価償却費相当額の算

定方法

リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零と

する定額法によってい

る。
(減損損失について) 
リース資産に配分された減
損損失はない。 

４ 減価償却費相当額の算

定方法

同左 

 

 

 

(減損損失について)

同左

４ 減価償却費相当額の算

定方法

同左 

 

 

 

(減損損失について)

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

    

    

１株当たり中間(当期)純利益 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 676円25銭 １株当たり純資産額 410円25銭 １株当たり純資産額 378円83銭

１株当たり中間純利益 61円80銭 １株当たり中間純利益 45円30銭 １株当たり当期純利益 70円17銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載していない。

同左

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載していない。

―――――  当社は、平成18年２月１日付で株
式１株につき２株の株式分割を行っ
ている。 
 なお、当該株式分割が前期首に行
われたと仮定した場合の前中間会計
期間における１株当たり情報につい
ては、以下のとおりとなる。 
 

当社は、平成18年２月１日付で株
式１株につき２株の株式分割を行っ
ている。 
 なお、当該株式分割が前期首に行
われたと仮定した場合の前事業年度
における１株当たり情報について
は、以下のとおりとなる。 
 

１株当たり純資産額  338円13銭
 
１株当たり中間純利益  30円90銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載していない。

 

１株当たり純資産額   311円67銭 
 
１株当たり当期純利益   16円90銭 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載していない。

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 1,874 2,748 4,307

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

─ ─ 50

(うち役員賞与) (─) (─) (50)

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

1,874 2,748 4,257

普通株式の期中平均株式数
(株)

30,340,077 60,678,322 60,679,590



(重要な後発事象) 

該当事項なし。 

  

  



(2) 【その他】 

該当事項なし。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 （1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第75期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月27日関東財務局長に提

出。 

 （2）臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の

異動）の規定に基づく臨時報告書を平成18年４月３日関東財務局長に提出。 

 （3）有価証券報告書の訂正報告書 

上記（1）の有価証券報告書の訂正報告書を平成18年８月17日関東財務局長に提出。 

  

  



該当事項なし。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月９日

東邦チタニウム株式会社 

取 締 役 会    御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東邦チタニウム株式

会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、東邦チタニウム株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 黒 澤 誠 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 渥 美 龍 彦 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月14日

東邦チタニウム株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る東邦チタ二ウム株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私どもは、中間監査の結果として

中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の

作成基準に準拠して、東邦チタ二ウム株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．会計処理基準に関する事項に記載されてい

るとおり、連結子会社である東邦キャタリスト株式会社は、貯蔵品を除くたな卸資産の評価基準及び評価方

法について、後入先出法による原価法から先入先出法による原価法に変更した。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 

以  上 

  

み す ず 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 黒 澤 誠 一

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 渥 美 龍 彦

新 日 本 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 上 林 三子雄

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 明 典

 (※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月９日

東邦チタニウム株式会社 

取 締 役 会    御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東邦チタニウム株式

会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第７５期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東邦チ

タニウム株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１

７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 黒 澤 誠 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 渥 美 龍 彦 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月14日

東邦チタニウム株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る東邦チタ二ウム株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第76期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監

査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私どもは、中間監査の結果として中間財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、東邦チタ二ウム株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 

以  上 

  

 

み す ず 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 黒 澤 誠 一

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 渥 美 龍 彦

新 日 本 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 上 林 三子雄

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 明 典

 (※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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